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ゲームを安心安全に楽しむための取り組みについて
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はじめに

ゲームは、近年の日本において85%の国民がプレイ経験のある、メジャーな娯楽です。また次世代移動通信技術の進歩に伴い術的な進化も著しく、お客さまに、
新しいゲームの楽しみに加え、エンターテインメントのみならず、新しい体験を提供しています。

それとともに、社会的な背景に伴う課題にも各協会が連携し合いながら、真摯に向き合いガイドラインづくりや啓発活動などに取り組んできました。

その連携をさらに強くし、近年指摘されるゲームの環境課題に向き合い、安心安全にゲームを楽しんでいただく啓発活動を行うため、4団体合同検討会を設立しま
した。

この活動を通じて、お客さまにゲームを安心・安全に楽しんでいただく業界としての取り組みを強化し、さらなるゲーム産業の健全な発展に努めたいと考えています。

4団体合同検討会
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)
一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)



CESAとは（CESA Structure and Major Activities）

技術情報総合カンファレンス「ＣＥＤＥＣ」
（コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス）の開催
人材育成に関する活動を実施（日本ゲーム大賞：アマチュア部門、U18部門）

社員総会 監事

理事会

事務局

イベント委員会

CS品質向上
委員会

ネットワークゲーム
委員会

eスポーツ委員会

技術委員会

東京ゲームショウの開催、日本ゲーム大賞の運営

• 各メーカーのカスタマーサポートに寄せられた課題・取組事例等の共有
• 消費者トラブルを未然に防ぐ取り組みを実施

• ネットワークゲーム事業における課題を抽出・検討し、対処を実施
• 業界団体として業界全体の連携、合意形成をめざす

• 当eスポーツの振興を目的としてeスポーツに関する諸課題に取り組み、
• eスポーツが日本国内において広く認知され、定着する活動を行う。

・ゲーム関連調査報告書の作成
※ゲーム産業動向やゲームプレイの実態
を踏まえた調査など
・広報、啓発活動
「安心安全」にゲームを楽しんでいただくた
めに適切な情報を伝える活動など

ガイドライン
委員会

• 適正なゲーム事業の運営にかかる業界ガイドラインの検討し、制定する
•業界団体として業界全体の連携、合意形成をめざす
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外部有識者による調査（ Research by experts ）

（4団体合同検討会にて外部委託）※以下委託団体
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)
一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)

＜研究会の構成メンバー＞
■委員長
坂元章お茶の水女子大学（基幹研究院人間科学系／教授）
■委員
河本泰信 よしの病院（副院長）
佐々木輝美 獨協大学（外国語学部英語学科／教授）
篠原菊紀 公立諏訪東京理科大学（工学部情報応用工学科／教授）
渋谷明子 創価大学（文学部人間学科／教授）
松本正生 埼玉大学（教授・社会調査研究センター長）
村井俊哉 京都大学（大学院医学研究科／教授）

【調査の目的】
・公正中立で専門性を持つ外部有識者による研究会に調査研究の企画や取りまとめを委託し、主観に偏らない
実態把握をすること。
・科学的な調査研究に基づいて、効果的な対策を検討・実施するため。

＜スケジュール概要＞
2019年4月 調査研究会発足
2020年9月～ 大人用尺度調査（新規項目）実施
2020年9月～ 子供用尺度調査実施
2021年9月 全国調査実施 ・・・ 当初2020年秋実施予定から1年延長
※新型コロナウイルス感染症の状況を受け、訪問調査の実施状況を変更
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消費者に向けた活動状況について
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ゲーム業界の問題解決へのプロセス
ゲームユーザーゲーム各社の取り組み

 ペアレンタルコントロール

機能の利用促進

 ガイドラインに基づいた

適正なコンテンツ制作・運営

諸団体と連携した
啓発活動

【ユーザーに向けた取り組み】

啓発団体

教育機関 行政消費者センター

情報・状況把握

 調査・研究

 課題・トラブル把握

 各社の取組把握

 情報共有
対策の検討

 ワーキンググループ
などによる検討

 関係各所との
意見交換

環境の整備

 ガイドラインの
策定および更新

 ガイドライン順
守サポート

【業界内の取り組み】

自主規制と啓発活動

自治体

消費者関連
機関

諸団体

関係省庁

有識者



（参考）消費者団体との連携フロー

《例：消費者団体との連携フロー》

情報・状況把握
消費者関連団体とネットワークを構築し、ゲー
ムに関連する全ての相談案件を受け付け

平時の対応では、各社で発生したリスク案
件の共有、消費者関連団体に入った問い
合わせの平時の集計結果の共有を行う

類似する問い合わせが多数寄せられた場合
は、企業に事実確認を行った上で改善を要
求する

対策の検討 環境の整備
ホットラインを結ぶ消費者関連団体に相談
員向け研修会を実施

《インシデント発生の場合》
新たなガイドラインの策定や既存ガイドライ
ンの変更を行う

会員企業に対し、ガイドラインやベストプラ
クティスの解説会を実施する

ゲーム業界では、消費者団体とのホットラインの締結や、行政ならびに関連企業と連携を図ることで新たな課題を速やかに把握できるように努めてい
ます。また、必要に応じて有識者など外部の協力のもと、調査研究による実態把握、ワーキンググループでの協議を行い、最適な対策を検討してい
ます。このような業界と行政をはじめとした外部との連携によって導き出された対策が、各種ガイドラインづくりや「年齢別レーティング制度」に代表され
る自主規制づくりへとつながっています。

新たなルールに基づくアクション
新ガイドラインやガイドラインの更新に伴い、各社で対応を実施
必要に応じて、啓発活動の重点テーマとして消費者ならびに関係各所への周知徹底を行う

《インシデント発生の場合》
各担当業界団体においてワーキンググ
ループや検討委員会を設け協議を開
始する

官庁および関連団体と連携し、必要に
応じてワーキンググループや検討委員
会への参加、意見を求める

消費者関連団体と連携用ホットライン
を設置。一般消費者用窓口を設置



未成年に関する取り組みのポイント



ユーザー（未成年）に対する取り組み
(Actions for the minors)

使い過ぎを防止する
適正な利用時間の設定

年齢に合ったソフトの選択
年齢別レーティング制度

有料コンテンツ利用によるトラブルの防止
ガイドラインや機能による制限

インターネットトラブルの防止
ゲーム機のインターネット接続の制限

ゲーム業界が取り組むべき4つの取組

ペアレンタルコントロール機能の
利用促進

保護者がゲーム機および
スマートフォンのペアレンタル
コントロール機能を使用して

時間や課金と共に、インターネット
接続機能の制限もできる。

適正なコンテンツ制作に
向けた取り組み

「年齢別レーティング制度」のほか、
未成年の保護やガチャに関する

ガイドラインを定め、
各社が円滑にガイドラインを

順守していくことを
定期的にサポート。

4つの課題に対する
啓発活動

業界団体およびゲーム各社においても、子
どもに分りやすい動画や

保護者向け啓発物を制作。
教育機関や行政、消費者関連機関などと
積極的に連携し、啓発活動を実施。

啓発活動のために必要となる
教材開発を学校とも協力。

機能による歯止め ルールに則った運用 消費者への理解促進

Key Areas of Actions

Time Control

Rating

Access Control

Payment Control

By Game/software (parental control) By Rule (guidelines) By Com and Advocacy (user education)



未成年に関する取り組みのポイント
①機能による歯止めについて



機能①「ペアレンタルコントロール機能の有効活用」
By Game/software/PC - Parental control

主な制限項目

・使用時間
深夜や長時間の利用を管理
・課金制限
課金サービスの利用を管理
・ネットワーク接続
インターネット・SNSの利用を管理
・年齢制限
年齢に沿った適正なゲームの
利用を管理

Time Control Payment Control

Access Control Rating



未成年に関する取り組みのポイント
②ルールに則った運用



運用②-1「適切な年齢に沿った選択」
年齢に応じて適切な表現に接するための提供ルール

A～D区分は年齢の目安として表
示しているが、Z区分は18才未満
のお客さまには販売禁止とし、メー
カー各社には広告・販促を禁止し
、店頭で証明書などによる年齢確
認を行うよう販売店への指導を行
っている。

CEROレーティングマーク 販売店向けマニュアル

・年齢別レーティング審査の公正を期すため、独立した運営を行っています。
・共通の審査基準が必要との認識し、日本国内で家庭用ゲームソフトを発売する企業には、必
ずCEROの事前審査を受ける必要があります。
・日本国内での年齢別レーティングマークの表示率は、ほぼ100％となっています。
・「レーティングマーク」を区分して陳列するよう販売店などに要請することで、消費者、特に未成
年者のゲームソフトの適切な選択を促しています



使い過ぎを防止

年齢に合わせたソフトの選択 有料コンテンツ利用によるトラブルの防止

インターネットトラブルの防止

運用②-2ルール「ガイドラインの制定」
プレイヤーが安心安全に楽しむ出来るための業界で制定する自主規制

主なガイドラインの例

・未成年の保護を目的に「保護者の同意」「課金上限」を定める。・サービスに関する、確率表示等を明示し、安心してご利用できる。
・18才未満に対する表示・広告等のルールを定める。 ・個人情報についての取り扱いを定める。

CESA「未成年の保護についてのガイドライン」／JOGA「オンラインゲーム安心安全宣言」

CESA「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」

CESA「リアルマネートレード（RMT）対策ガイドライン」

CESA「『１８才以上のみ対象』家庭用ゲームソフトの広告等ガイドライン」

Time Control

Rating

Access Control

Payment Control

Guideline on Protecting Minors                                      Declaration of Online Gaming Safety   

Guideline on Random Item Exchange Methods 

Guideline on Real Money Trade

Marketing Guideline on U18 Gaming Softs     



未成年に関する取り組みのポイント
③消費者への理解促進（現状把握）



ゲームプレイに関わる現状について
未成年がよりゲームとの関わりが高い

2017

2018

2019

41.1%

42.1%

40.6%

21.1%

19.8%

19.7%

19.5%

21.5%

24.7%

17.3%

16.6%

15.0%

ゲームプレイ動向

良くプレイする たまにする

1，2回程度 プレイしたことがない

47.0%

44.2%

87.0%

84.5%

76.1%

71.8%

78.9%

59.1%

60.1%

27.7%

10.7%

15.1%

20.7%

5.1%

3.2%

15.5%

23.9%

22.8%

18.5%

28.4%

24.5%

32.9%

22.2%

10.6%

23.4%

36.5%

4.8%

0.0%

0.0%

5.4%

2.6%

12.5%

15.4%

39.4%

48.1%

33.9%

8.9%

14.2%

5.0%

19.0%

40.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

３～９才

10~14才

15~19才

20~24才

25~29才

30~34才

35~39才

40~49才

50~59才

60~69才

70~79才

良くプレイする たまにする
1，2回程度 プレイしたことがない

34.2%

51.5%

75.8%

60.3%

60.5%

61.2%

48.3%

42.2%

36.8%

25.5%

9.5%

7.8%

18.6%

9.9%

23.8%

20.1%

22.1%

22.5%

39.5%

17.9%

23.8%

23.8%

12.7%

5.3%

26.0%

26.4%

0.4%

19.6%

11.9%

16.3%

7.9%

31.3%

31.4%

35.5%

30.1%

30.5%

21.2%

12.2%

0.0%

0.0%

5.5%

0.0%

4.3%

8.6%

8.0%

15.2%

47.7%

56.4%

0% 50% 100%

女性全体

３～９才

10~14才

15~19才

20~24才

25~29才

30~34才

35~39才

40~49才

50~59才

60~69才

70~79才

良くプレイする

たまにする

1，2回程度

プレイしたことがない

【特記事項】
・継続プレイ状況は近年ほぼ同推移
・最もプレイする層は、男女とも10～14才
⇒男性は10～19才の未成年層は8割以上

男性
女性

※参考データ 「2020CESA一般生活者調査報告書」より



取組①ペアレンタルコントロールの現状
保護者による制限機能の認知と利用状況
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【ペアレンタルコントロールの利用状況】
①18歳未満の子がいる保護者約4割が非認知、残りの6割が認知しているが、機能の利用者は全体の2割である。
②課題点は、非認知層の4割への理解促進と、認知層への利用率向上である。
③【参考：「全体 利用していない理由」 第１位18.5％自己管理で充分 第２位14.7％機能が良くわからない

※参考データ 「2020CESA一般生活者調査報告書」より
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1 8歳未満の子を持つ全体 ゲームをしている ゲームをしていない 18歳未満の子供がいない

ペアレンタルコントロール状況別利用

知っている＆使用している 知っている＆使用してない 知らない

※参考 子どもがいない層
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1 8歳未満の子を持つ全体 ゲームをしている ゲームをしていない 18歳未満の子供がいない

2019年 状況認知率
知っている＆使用している 知っている＆使用してない 知らない

レーティングの現状
年齢別レーティングの認知状況、
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【レーティング制度の理解度】
・①18歳未満の子がいる保護者の、7割以上が認知していない。
・②認知者の中でも詳細を理解している層は、約２割にとどまる。
※実態としては消費者が知らない状況でも、販売店での購入制限やペアレンタルコントロール機能のを有効にすると、本人が詳細を知らなくて
も、レーティングは有効な措置が講じられるため、認知状況＜利用状況となる場合がある。

※参考データ 「2020CESA一般生活者調査報告書」より

18.2% 47.4% 29.6%
4.8%

認知者の理解度

良く知ってる だいたい知ってる
あまり知らない 全く知らない



目次
1. はじめに（４団体合同検討会について）
2. 外部有識者による調査研究
3. 未成年に関する取り組みのポイント/状況
①ペアレンタルコントロール機能の有効活用を訴求
②情勢・状況に応じたガイドライン等ルールの整備

4. 具体的な活動内容
③行政や産学連携での啓発活動の強化
④家庭内コミュニケーションの活発化



未成年に関する取り組みのポイント
③消費者への理解促進（具体施策）



親子のコミュニケーション理解促進キャンペーンキャッチコピー
実践ルールには、コミュニ―ケーションの重要性を理解
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Rules for games, rules for the family.
Let's decide together family rules for playing games.



啓発活動の実施状況
By Com and Advocacy (user education) 

（多様な側面からの活動）
・プラットフォーマー連携
・ゲーム関連企業
・関連団体
・官民連携、産学連携
・その他



理解促進①「プラットフォーマーによる啓発」
ゲームプレイ時に最初の接点となるハードメーカーの啓発

■具体例(examples)
任天堂

・機能を紹介するための特設ページ（公式サイトのトップページから直接ジャンプ）

・具体的な使い方を動画やマンガで分かりやすく説明

・一般の方々に周知するためのテレビCMも放映。

・取扱説明書に機能の説明と設定方法を記載

・啓発チラシの配布

・特設ページを公式サイト内に設置

・ルール、マナー、注意事項などを記載したページも同サイト内に設置

・機器に設定と啓発のチラシを同梱

・取扱説明書に機能の説明と設定方法を記載

ソニー･インタラクティブエンタテインメント（SIE）



理解促進②「プラットフォーマーによる啓発」
ゲームプレイ時に最初の接点となるスマートフォンでの啓発

■具体例(examples)
Apple Google

（参考）ファミリー Apple （参考）ファミリーリンク Google
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理解促進③「4団体合同での取組①」
業界団体合同での安心安全に楽しむための理解促進サイト

啓発関連バナー ランディングページ
Landing HP in collaboration with other groups
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理解促進③「4団体合同での取組②」
業界団体合同での安心安全に楽しむための理解促進サイト（詳細ページ）

4団体合同合同啓発HP
Other group cooperation HP
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理解促進④「各業界団体での啓発」
各団体での発信（４団体を連携すると国内ゲーム事業者９７％加盟）

※参考 CESA Webサイト ※参考 JOGA Webサイト



消費者庁
令和2年度キャンペーン
HP＆オンラインセミナー
(2021年2月)

理解促進⑤「行政との連携①」（行政との連携）
各関係行政と連携し目的・対象に沿った普及啓発

内閣府
低年齢層の子供の保護者向け
普及
啓発リーフレット（2021年1月）
※2020年より継続

Consumer Affairs Agency Cabinet Office

「青少年のインター
ネット利用環境
づくりハンドブック」

総務省
青少年のインターネット利用環境整
備
啓発リーフレット（2021年３月）

Minister‘s Secretariat
Ministry of Internal Affairs 
and Communications



消費者庁
令和2年度キャンペーン
HP＆オンラインセミナー
(2021年３月開催）

理解促進⑤「行政との連携②」（行政との連携）
各関係行政と連携し目的・対象に沿った普及啓発（イベント）

文部科学省
「ネット安全安心全国推進フォーラム」
オンラインシンポジウム
（2021年２月）

Consumer Affairs Agency Ministry of Education



理解促進⑥「行政・その他共同」
その他メディアや医療関係との連携

■春の新生活キャンペーン（マイナビニュース）
■第32回九州アルコール関連問題学会 佐賀大会



理解促進⑦「各地域での取り組み」
■近畿総合通信局

ゲームのやくそく賞を新設して、ゲームを安心安全に楽しんでい
ただくポイントの理解促進を図る。（2020年11月～）

■千葉県

東京都
都民安全推進本部発行
保護者向けリーフレット令和2年度版
（2020年11月）※2018年より継続



理解促進⑧「産学連携」
産学連携での取組

日本教育工学会
第20回 情報教育研究会「オンラインゲーム内のネットいじめや情報
モラル違反を未然に防止するための教育について」
２０２１年１月

公益財団法人 日本ユニセフ協会
２０２０年６月、１０月
『UNICEF Recommendations for the Online Gaming 
Industry』日本語版発表と
国連児童基金（ユニセフ）本部担当者との意見交換会



啓発キャンペーン：参考動画
By Com and Advocacy (user education) 



参考動画①「啓発動画『ゲームのやくそく』」
親子のコミュニケーションでつくる家庭内ルールの重要性を訴求
https://youtu.be/a1EBcQsTFaM

監修：兵庫県立大学 准教授 竹内和雄氏
：ネット教育アナリスト 尾花紀子氏
：エンジェルズアイズ代表 遠藤美季氏

キャンペーン開始：２０２０年５月２１日
https://www.cesa.or.jp/uploads/20
20/info20200521.pdf

(ポイント)
親子間のコミュニケーションで、子どもが納得して
実践できるルールを決め、ペアレンタルコントロー
ル等の設定をしていただく事を目的として、親子
一緒にご覧いただける内容に



理解促進②「各企業による啓発」
「ゲームのやくそく」動画の普及啓発活動※一部抜粋

コーエーテクモゲームズ コナミデジタルエンタテインメント スクウェア・エニックス

バンダイナムコエンターテインメント
ディー・エヌ・エー グリー



参考動画②「任天堂 みまもりSwitch」
保護者目線で機能をわかりやすく紹介
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https://www.youtube.com/watch?v=AVS9Dqgpo3g



日本オンラインゲーム協会（JOGA）の消費者問題に対する取り組み

JOGAは、2009年から全国の消費者相談センター対応のホットライン窓口を設け、会員企業ゲームに関する相談対応を行っていま
すが、最近では非会員の相談を含むすべてのオンラインゲームに関する相談に対応しており、回答可能な範囲で相談員の皆様にア
ドバイスしています。

➡消費者相談が多い案件については、随時ガイドラインやベストプラクティスを作成し会員企業間で問題解決のための情報を共有

2016年消費者庁次長から、消費者相談員がオンラインゲームに関する知識が乏しいので、業務に役立つ手引きとなるようなガイド
を作ってはどうかというアドバイスを受け、全国消費生活相談員協会の協力を得て、2017年「オンラインゲームガイド」を制作し国民
生活センター経由で全国の消費者相談員に提供しました。

➡2020年末より全国消費生活相談員協会、東京都消費者総合相談センターから要望を受け「オンラインゲームガイド」改訂版の
作業を行っています。完成は夏前を予定

スマートフォンの普及に伴い若い世代のネットトラブルが増加しています。こう
した消費者層に対してネットリテラシーの向上を図るため、京都府消費生活
安全センターは、JOGAと協働して「マルチ商法」、「ワンクリック詐欺」などを
テーマに、Webマンガを制作、2018年3月に配信しました。また、京都府
の小中学校にWebマンガの小冊子を作成し配布しました。

参考：JOGAの取組



参考リンク：資料参照先情報①
詳細はリンクをごらんください。
■「小中学生のゲームクリエーターに関する調査」※豊かな将来に向けた環境調査
https://www.cesa.or.jp/uploads/2020/info20200924.pdf

■「ゲーム開発者の在宅勤務に関するアンケート調査2020」 ※感染症拡大防止への取組

https://www.cesa.or.jp/uploads/2020/info20200630.pdf

（その他 コロナ禍での取組）

・https://www.cesa.or.jp/learning-contents/index.html

・https://www.playapart-japan.com/

■「ゲームと⽇常⽣活に関するアンケート」※ゲーム利用健全化に向けた調査

https://www.cesa.or.jp/uploads/2021/info2021021602.pdf



参考リンク：資料参照先情報②
詳細はリンクをごらんください。
■４団体合同検討会 啓発サイト
https://www.cesa.or.jp/anshinanzen/
■特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構
https://www.cero.gr.jp/
■啓発動画「ゲームのやくそく」
https://youtu.be/a1EBcQsTFaM
■「任天堂 みまもりSwitch」紹介動画
https://www.youtube.com/watch?v=AVS9Dqgpo3g
■関係省庁との取組
https://www.shohisyahigai-boushi.caa.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/seisyounen/keitai/netanzen/1331311.htm
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/seishonen.html
https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_use/r02/leaf/pdf/leaf-1.pdf



ご報告のまとめ（Presentation Summary）
①継続してペアレンタルコントロール機能の有効活用を訴求
（ Effective use of parental control）

②情勢・状況に応じたガイドライン等ルールの整備
（ Preparation of guidelines according to the situation）

③行政や産学連携での啓発活動の強化
（ Strengthening communication, advocacy and user education activities through 
partnerships with the government and academia）

④安心安全に楽しむための家庭内コミュニケーションの活発化
（ Promote dialogue within family）

⑤外部有識者による調査研究および業界内勉強会
（Research by experts and  study session）



以上です。
ご清聴ありがとうございました。

Thank you
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